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大阪府内市町村の平成２０年度普通会計決算状況に

ついては、平成２０年度地方財政状況調査の結果をと

りまとめたものが、本誌１１月号別冊資料集に掲載さ

れている。本稿では、歳入総額の中の市町村税収入

について、徴収実績の概況を紹介しつつ、若干の解

説を加えることとしたい。

なお、本稿において市町村税とあるのは、国民健

康保険税を含まないものである。

Ⅰ．市町村の決算

平成２０年度の府内市町村決算（普通会計）の規模

は、単純合計（政令市を含む。）で、

歳　入　　　３兆４,９２６億円

（前年度　３兆５,００１億円）

歳　出　　　３兆４,６１７億円

（前年度　３兆４,８５８億円）

となっている。対前年比では、歳入が０.２％減、歳出

が０.７％減とそれぞれ減少している。

平成２０年度の府内市町村の歳入決算額の状況は第

１表のとおりである。

これによると、歳入総額３兆４,９２６億円の主な内訳

は、市町村税１兆６,１２２億円（構成比４６.２％）、国庫

支出金５,３８４億円（同１５.４％）、諸収入２,９０８億円（同

８.３％）、地方債２,７７５億円（同８.０％）、地方交付税

１,９１２億円（同５.５％）、府支出金１,３９２億円（同４.０％）、

地方消費税交付金８８４億円（同２.５％）などとなって

いる。

市町村税収の増減率については、０.５％減となり、

４年ぶりに前年度を下回っている。また、歳入総額

に占める市町村税収入額の割合（以下「税収割合」

という。）は４６.２％となり、前年度比０.１％減となっ

ている（第１図）。

その他の歳入では、国庫支出金や地方特例交付金、

諸収入などが増、地方消費税交付金や地方譲与税な

どで減となっている。

主要な歳入に係る決算額の推移は第２図のとおり

である。

Ⅱ．市町村税収の状況

平成２０年度の税収割合は、前述したように、前年

度を０.１％下回っている。これは、歳入総額が前年度

比で０.２％の減であったのに比べ、市町村税は０.５％

の減と大きくなっているためである。これを府内市

町村の団体区分別にみたのが第２表である。

これによると、税収割合は、都市が４９.５％と最も

高く、町村で４５.６％、大都市で４３.３％の順となって

いる。前年度からは、大都市で０.１％減、都市で０.４％

減、町村で２.２％の増となっているが、税収割合が一

番高い都市でも、５０％を８年連続で割り込んでいる。

なお、平成２０年度の税収割合別団体数は第３表の

とおり。

（１）平成２０年度税目別市町村税収入額の特徴

前述したように、平成２０年度の市町村税の収入

額は１兆６,１２２億円で、急激な景気の悪化が影響し、

市町村税収入の状況

歳入総額に占める市町村税収入額の割合

歳入決算

決算規模

はじめに

平成２０年度市町村税徴収実績の概況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４４－９１１７）
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対前年度で７５億円の減収となっている。増減率で

みると０.５％の減少で、４年ぶりに前年度を下回る

結果となった。

そこで以下では、平成２０年度の税目別市町村税

収入額（第４表、第３図）を基に、主要税目に係

る特徴を概観することとする。

①市町村民税個人均等割及び所得割

個人均等割については、６５歳以上の者に係る

非課税措置の廃止に伴う経過措置が終了した影

響や前年度に引き続き納税義務者数が増加した
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第１図　歳入別構成割合の推移

第１表　歳入決算額の状況
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ことにより、２.２％の増加となっている。また、

所得割については、税源移譲の影響が平準化し

たことにより前年度と比較し、１.５％（額にし

て７３億円）の増加となっている。

なお、所得割の伸長率を団体区分別にみると、

大都市で３.０％増、都市で０.７％増、町村で０.３％

の減となっている。

②市町村民税法人均等割及び法人税割

法人関係では、急激な景気悪化による企業収

益の減少等により、法人均等割が０.６％減、法人

税割が１０.５％減と大幅な減少となっている。

なお、法人税割の伸長率を団体区分別にみると、

大都市で１０.３％、都市で１１.１％、町村で４.６％と

それぞれ大幅に減少している。

③（純）固定資産税及び都市計画税

（純）固定資産税については、１.２％（額に

して７６億円）の増となっている。これは、新増

築分の家屋が増えたことなどにより、家屋に係

る税収が３.１％（額にして８４億円）増加したこ

とが大きく影響している。

なお、土地に係る税収は、地価の下落により

０.２％（額にして６億円）減少し、償却資産に

係る税収についても設備投資が抑えられ、既存

資産の償却が進んだことにより０.２％（額にして

２億円）減少している。

また、都市計画税についても、同様の理由で、

１.４％（額にして１８億円）増加している。

④市町村たばこ税

市町村たばこ税については、消費の低迷及び

自動販売機での購入に成人識別カードが導入さ

れた影響等により、４.９％（額にして３４億円）

の減少となっている。

（２）市町村税収入額の対前年度伸率の推移

主要税目に係る税収入額の対前年度伸率の推移

は第５表のとおりである。

市町村税収入総額の伸率については、市町村税

の基幹となる市町村民税と固定資産税の動向に大

きく左右されるが、市町村民税の伸率については、

個人分が１.６％増となったものの、法人分が９.２％

減と大きく前年度を下回ったため、全体では２.２％
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第２図　歳入別決算額の推移
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の減となっている。

一方、（純）固定資産税については、土地、償却

資産で共に０.２％減少したものの、家屋で３.１％の

増となったことにより、全体では１.２％の増とな

り、２年連続で前年度を上回ることとなった。

この結果、法人分の税収の落ち込みが大きく影

響し、税収合計では０.５％減と、４年ぶりに前年度

を下回ることとなった。

なお、市町村税収入総額と２大税目に係る収入

額の対前年度伸率を第４図に示している。

（３）地方財政計画における税収入額との比較

市町村税収入額の対前年度伸率と地方財政計画

による市町村税収入額の対前年度伸率を比較した

ものを第６表に掲げた。

これによると、平成２０年度における府内市町村

税収入額の対前年度伸率は、地方財政計画（０.５％

増）を１.０％下回る０.５％減となっている。これは

主として、法人税割額の伸率が、地方財政計画に

おいては、１.８％減であるのに対し府計で１０.５％

減となっていることなどによる。

（１）平成２０年度決算における税目別構成割合

平成２０年度の府内市町村税収入額の税目別構成

割合は、第５図のとおりである。

税目別構成割合の順位については、市町村民税

が４５.１％（前年度４５.９％）と最も高く、次いで

（純）固定資産税の３９.５％（前年度３８.９％）、都市

計画税の８.０％（同７.９％）、市町村たばこ税の４.０％

（同４.２％）の順となっており、その他の税目につ

いては、３.４％（同３.１％）という状況になってい

る。

このように、市町村税の基幹税目である市町村

民税と（純）固定資産税の収入額を合わせると、

実に市町村税収入総額の８４.６％（前年度８４.８％）

を占める結果となっている。

なお、税目別構成割合を団体区分別にみると第

税目別構成割合
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第２表　歳入総額に占める市町村税収入額の割合
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第４表　税目別市町村税収入額の推移

第３表　歳入総額に占める市町村税収入額の割合別団体数
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第３図　市町村税収入額の推移

第５表　主要税目に係る税収入額の対前年度伸率の推移

20年度 
０ 

２,０００ 
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億円 
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第４図　市町村税収入額の対前年度伸率の推移

第６表　市町村税収入額の対前年度伸率比較表
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６図のとおりである。

（２）構成割合の推移

税収入総額に占める税目別構成割合の推移は、

第７表のとおりである。

これによると、市町村民税は、平成１２年度以降

低下傾向にあったその割合が、平成１５年度以降上

昇に転じ、平成１９年度まで５年連続で前年度を上

回ってきたが、平成２０年度では対前年度０.８％減

の４５.１％となっている。

一方、固定資産税については、平成１５年度以降

年々下降していたその割合が、平成２０年度におい

ては４０.０％（前年度３９.４％）となり６年ぶりに増

となった。

Ⅲ．税負担の状況

府内市町村における住民１人当たりに換算した税

収入の状況は、第８表のとおりである。

これは（注）書にもあるように現年課税分及び滞

納繰越分の収入済額を、平成１７年１０月１日現在の国

勢調査人口で除して求めた額であるので、この額が

直ちに現実の税負担の水準を表すものではないこと

を、あらかじめお断りしておく。

市町村税全体では、大都市平均が２３２,１６２円（前

年度２３４,４２５円に対し１.０％減）、都市平均で１５１,３６８

円（前年度１５１,２２９円に対し０.１％増）、町村平均で

１４１,１６９円（前年度１４３,３５８円に対し１.５％減）とな
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交付金 
７３億円 ０.５％ 

事業所税 
３６４億円 ２.３％ 

市町村たばこ税 
６５２億円 ４.０％ 

 

軽自動車税 
６６億円 ０.４％ 

特別土地保有税 
２５億円 ０.２％ 
 

入湯税 
１億円 ０.０％ 

市町村民税 
７,２６６億円 ４５.１％ 

 

都市計画税 
    １,２９５億円 
            ８.０％ 

（純）固定資産税 
６,３８０億円 ３９.５％ 

土地　１６.５％ 
家屋　１７.４％ 
償却資産　５.６％ 

個人　３０.６％ 
法人　１４.５％ 

第５図　市町村税収入額の税目別構成割合

第６図　団体区分別市町村税収入額の税目別構成割合（単位：％）
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っており、府内市町村平均では１８２,８４８円（前年度

１８３,７０３円に対し０.５％減）となっている。

税目別に見た場合、市町村民税の法人分及び（純）

固定資産税については、大都市とそれ以外では、そ

の格差が非常に大きくなっている。

なお、大都市における「その他の税」の額が高い

のは都市計画税、事業所税などの影響によるもので

ある。

Ⅳ．税源拡充（超過課税）の状況

府内で３３市３町が超過課税を実施しているが、こ

れに伴う平成２０年度の増収額は、第９表のとおりで

ある。

これによると、総額は２９４億１５百万円で前年度３２８

億９８百万円と比較して、３４億８３百万円、１０.６％減

となっている。

実施団体の内訳では、法人均等割が１４市２町、法

人税割が３３市３町となっており、資本の金額等の区

分による不均一課税を併せて実施している団体が１１

市２町ある。

なお、平成１９年度からは、岬町が固定資産税の超

過課税を府内で初めて実施している。

Ⅴ．徴収率の概況

平成２０年度における市町村税全税目に係る徴収率

（以下、「総合徴収率」という。）の状況は、第１０表の

とおりである。

表では、平成１５年度以前の表示はないが、現年課

税分と滞納繰越分を合わせた府計は、平成１４年度ま

で１２年連続で低下を続け、平成１６年度以降は上昇に

転じ、平成２０年度においても対前年度横ばいの９４.５％

（これを団体区分別にみると、大都市で横ばい、都市

で０.１％、町村においても０.２％低下している）とな

平成２０年度　徴収の状況
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第７表　税収入総額に占める税目別構成割合の推移

第８表　住民一人当たり税収入額 第９表　超過課税による増収額
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第１０表　総合徴収率の状況

第１１表　主要税目の徴収率の推移

第１３表　徴収率の段階区分別団体数
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第１２表　総合徴収率順位表
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っている。

平成１９年度において団体区分別に全国における数

値と比較すると、府内の大都市では全国平均を０.８％

下回るものの、都市では１.３％、町村では１.６％それ

ぞれ上回っている。

なお、全国と府（除政令市）の総合徴収率の推移

は第７図のとおりである。

主要税目ごとの徴収率の推移は第１１表のとおりで

ある。

これによると、現年課税分、滞納繰越分の別に前

年度と比較した場合、現年課税分では、軽自動車税

が横ばいとなっているが、市町村民税及び（純）固

定資産税がそれぞれ０.１％下降していること等から、

全体では０.１％の下降となっている。

滞納繰越分では、市町村民税が０.４％上昇している

が、（純）固定資産税が１.６％、軽自動車税が０.４％

それぞれ下降していること等から、全体では０.８％の

下降となっている。

なお、平成１９年度において府計と全国計とを比較

してみると、現年課税分については、軽自動車税が

全国計を下回っているものの、市町村民税と（純）

固定資産税は上回っており、全体では、０.１％上回

っている。

また、現年課税分及び滞納繰越分の合計について

も、軽自動車税が全国計を４.４％下回っているもの

の、市町村民税が０.５％、（純）固定資産税が１.２％

上回っていること等から、全体では０.８％上回ってい

る。

府内市町村を現年課税分と滞納繰越分を合わせた

総合徴収率の順に並べたのが第１２表である。

これによると、平成１９年度から平成２０年度にかけ

て順位が５ランク以上上昇しているのが５市、５ラ

ンク以上下落したのが４市１村となっている。また、

２２市町村において総合徴収率が上昇した反面、２１

団体は前年度を下回る結果となった。

なお、市町村ごとの総合徴収率による段階区分は

第１３表のとおりであり、９０％に満たない市町村が前

年度の４市１町から４市２町に増加している。

市町村ごとの現年課税分と滞納繰越分の総合徴収

率の相関は第８図のとおりである。

これによると、現年課税分、滞納繰越分ともに府

平均（除政令市）を上回っている市町村は９市町

（前年度６市町）、ともに下回っている市町村は１１市

町（同９市町）となっている。

Ⅴ．おわりに

以上、平成２０年度における市町村税の徴収実績を

掲載するに当たって、その概況について若干の説明

を加えた。

府内の市町村税収は、平成２０年９月以降の世界的

な景気後退により企業収益が減少し、その影響から

法人市民税法人税割額が前年度比１０.５％の減収とな

ったことから、平成２０年度の市町村税全体でも減収

となっている。また、個人住民税においては、収入

額は増加となっているものの、徴収率は個人住民税

所得割の現年課税分が２年連続で対前年度を下回り

前年度比０.１％減の９７.２％となっている。なお、平

成１９年度における個人住民税所得割の前年度比は

０.７％減となっており、平成１９年度から実施された

税源移譲による調定の増加分を依然として取り切れ

ていない状態である。

このことは、「地方にできることは地方に」という

税源移譲の理念が実現されていないことを示してい

る。滞納を許し財源を自ら減少させることは、納税

者の理解を得ることが出来ないだけでなく、行政へ

の不満、不信感へとつながり、納税意欲を減少させ

ることも懸念されることから、各市町村においては

更なる徴収の強化に向けて取組を進めていくことが

求められる。

今後、地方自治体を取り巻く環境は、ますます勢

いを増して変化していくものと考えられ、地方税制

についても同様に変化していくものと考えられる。

市町村別の徴収率の状況

税目別の徴収率の状況
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各市町村においては、毎年の税制改正に対応しなが

ら、住民と向き合い財源を確保することが求められ

るが、市町村財政の収入を担うものとして、事務の

一つ一つが市町村の施策につながっていること、住

民へとつながっていることを意識し、適切な事務の

執行、財源確保に向けて真摯に取り組むことが、納

税者の信頼、期待に応えることとなる。
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第７図　全国と府（除政令市）の総合徴収率の推移

第８図　平成２０年度　現年課税分と滞納繰越分の徴収率
の相関図
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